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告

示

青
森
県
告
示
第
六
百
十
一
号

青
森
県
褒
賞
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
二
月
青
森
県
規
則
第
十
五
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
次
の
と
お
り
褒
賞
を
行
っ
た
の
で
、
同
規
則
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
十
一
月
二
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

令
和
四
年
十
一
月
二
十
二
日
に
行
っ
た
褒
賞

長は

谷せ

川が
わ

厚あ
つ
し

多
年
防
犯
関
係
団
体
の
要
職
に
あ
っ
て
、
少
年
の
非
行
防
止
と
健
全
育
成
に
努
め
、
防
犯
思
想
の

普
及
高
揚
と
防
犯
活
動
の
推
進
に
貢
献
し
た
功
績
ま
こ
と
に
顕
著
で
あ
り
ま
す
。

大お
お

和わ

田だ

晃こ
う

一い
ち

多
年
和
生
菓
子
製
造
業
務
に
従
事
し
て
技
能
の
向
上
に
励
み
、
ま
た
後
進
の
指
導
育
成
に
努
め
る

な
ど
、
業
務
に
精
励
し
、
ま
こ
と
に
他
の
模
範
で
あ
り
ま
す
。

木き

村む
ら

健け
ん

藏ぞ
う

多
年
石
材
加
工
業
務
に
従
事
し
て
技
能
の
向
上
に
励
み
、
ま
た
後
進
の
指
導
育
成
に
努
め
る
な

ど
、
業
務
に
精
励
し
、
ま
こ
と
に
他
の
模
範
で
あ
り
ま
す
。

佐さ

と
う

欣き
ん

吾ご

多
年
造
園
業
務
に
従
事
し
て
技
能
の
向
上
に
励
み
、
ま
た
後
進
の
指
導
育
成
に
努
め
る
な
ど
、
業

務
に
精
励
し
、
ま
こ
と
に
他
の
模
範
で
あ
り
ま
す
。

青
森
県
報
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周す

防お
う

良よ
し

秀ひ
で

多
年
日
本
料
理
調
理
業
務
に
従
事
し
て
技
能
の
向
上
に
励
み
、
ま
た
後
進
の
指
導
育
成
に
努
め
る

な
ど
、
業
務
に
精
励
し
、
ま
こ
と
に
他
の
模
範
で
あ
り
ま
す
。

冨と
み

田た

倉く
ら

ま
つ

多
年
中
国
料
理
調
理
業
務
に
従
事
し
て
技
能
の
向
上
に
励
み
、
ま
た
後
進
の
指
導
育
成
に
努
め
る

な
ど
、
業
務
に
精
励
し
、
ま
こ
と
に
他
の
模
範
で
あ
り
ま
す
。

織お
り

川か
わ

貴た
か

司し

多
年
市
議
会
議
員
の
職
に
あ
っ
て
、
公
共
の
福
祉
の
向
上
に
尽
く
し
、
地
方
自
治
の
振
興
発
展
に

貢
献
し
た
功
績
ま
こ
と
に
顕
著
で
あ
り
ま
す
。

橋は
し

本も
と

猛た
け

一い
ち

多
年
村
議
会
議
員
の
職
に
あ
っ
て
、
公
共
の
福
祉
の
向
上
に
尽
く
し
、
地
方
自
治
の
振
興
発
展
に

貢
献
し
た
功
績
ま
こ
と
に
顕
著
で
あ
り
ま
す
。

宇う

藤と
う

裕や
す

夫お

多
年
町
教
育
委
員
会
教
育
長
等
と
し
て
教
育
環
境
の
整
備
充
実
に
努
め
る
と
と
も
に
、
児
童
生
徒

の
訓
育
に
尽
く
し
、
教
育
の
振
興
発
展
に
貢
献
し
た
功
績
ま
こ
と
に
顕
著
で
あ
り
ま
す
。

矢や

野の

均ひ
と
し

多
年
子
ど
も
会
の
指
導
運
営
に
尽
く
し
、
ま
た
、
関
係
団
体
の
要
職
に
あ
っ
て
、
児
童
の
健
全
育

成
に
努
め
、
社
会
教
育
の
振
興
発
展
に
貢
献
し
た
功
績
ま
こ
と
に
顕
著
で
あ
り
ま
す
。

阿あ

保ぼ

六む

知ち

秀ひ
で

多
年
こ
け
し
の
製
作
に
励
み
、
多
く
の
秀
作
を
発
表
す
る
と
と
も
に
、
技
術
継
承
に
努
め
る
な

ど
、
文
化
の
発
展
に
貢
献
し
た
功
績
ま
こ
と
に
顕
著
で
あ
り
ま
す
。

新あ
ら

谷や

祥し
ょ
う

子こ

多
年
打
楽
器
の
演
奏
活
動
及
び
創
作
活
動
に
励
み
、
地
域
に
優
れ
た
芸
術
を
提
供
す
る
な
ど
、
文

化
の
発
展
に
貢
献
し
た
功
績
ま
こ
と
に
顕
著
で
あ
り
ま
す
。

佐さ

と
う

譲ゆ
ず
る

「
佐さ

藤と
う

喜き

城じ
ょ
う」

多
年
書
道
の
普
及
指
導
に
励
み
、
ま
た
、
機
能
訓
練
指
導
員
と
し
て
、
書
道
を
障
害
機
能
の
回
復

等
に
取
り
入
れ
る
な
ど
、
文
化
の
発
展
に
貢
献
し
た
功
績
ま
こ
と
に
顕
著
で
あ
り
ま
す
。

黒く
ろ

田だ

剛ご
う

青
森
山
田
高
等
学
校
男
子
サ
ッ
カ
ー
部
の
指
導
者
と
し
て
、
多
く
の
全
国
大
会
に
お
い
て
優
勝
に

導
く
な
ど
、
サ
ッ
カ
ー
競
技
の
普
及
発
展
と
体
育
の
振
興
発
展
に
貢
献
し
た
功
績
ま
こ
と
に
顕
著
で

あ
り
ま
す
。

佐さ

さ々

木き

琢た
く

磨ま

第
二
十
四
回
夏
季
デ
フ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
陸
上
男
子
百
メ
ー
ト
ル
に
お
い
て
金
メ
ダ
ル
を
獲

得
す
る
な
ど
、
障
が
い
者
ス
ポ
ー
ツ
の
躍
進
と
体
育
の
振
興
発
展
に
貢
献
し
た
功
績
ま
こ
と
に
顕
著

で
あ
り
ま
す
。

北き
た

山や
ま

久く

美み

子こ

多
年
乳
児
院
職
員
と
し
て
乳
児
の
保
護
育
成
に
尽
く
し
、
社
会
福
祉
の
向
上
、
民
生
の
安
定
に
貢

献
し
た
功
績
ま
こ
と
に
顕
著
で
あ
り
ま
す
。

柿か
き

﨑ざ
き

タ

カ

多
年
民
生
委
員
・
児
童
委
員
と
し
て
要
保
護
者
の
援
護
指
導
に
尽
く
し
、
社
会
福
祉
の
向
上
、
民

生
の
安
定
に
貢
献
し
た
功
績
ま
こ
と
に
顕
著
で
あ
り
ま
す
。

坂さ
か

本も
と

喜よ
し

美み

多
年
民
生
委
員
・
児
童
委
員
と
し
て
要
保
護
者
の
援
護
指
導
に
尽
く
し
、
社
会
福
祉
の
向
上
、
民

生
の
安
定
に
貢
献
し
た
功
績
ま
こ
と
に
顕
著
で
あ
り
ま
す
。

ふ
じ

田た

テ
イ
子こ

多
年
民
生
委
員
・
児
童
委
員
と
し
て
要
保
護
者
の
援
護
指
導
に
尽
く
し
、
社
会
福
祉
の
向
上
、
民

生
の
安
定
に
貢
献
し
た
功
績
ま
こ
と
に
顕
著
で
あ
り
ま
す
。

安や
す

田た

祥し
ょ
う

導ど
う

多
年
保
護
司
と
し
て
罪
を
犯
し
た
人
の
改
善
更
生
に
尽
く
し
、
地
域
社
会
の
浄
化
に
貢
献
し
た
功

績
ま
こ
と
に
顕
著
で
あ
り
ま
す
。

柿か
き

坂さ
か

吉よ
し

彦ひ
こ

多
年
学
校
医
と
し
て
児
童
生
徒
の
保
健
管
理
に
尽
く
し
、
学
校
保
健
衛
生
の
向
上
発
展
に
貢
献
し

た
功
績
ま
こ
と
に
顕
著
で
あ
り
ま
す
。

藤ふ
じ

川か
わ

修し
ゅ
う

成せ
い

多
年
学
校
歯
科
医
と
し
て
児
童
生
徒
の
保
健
管
理
に
尽
く
し
、
学
校
保
健
衛
生
の
向
上
発
展
に
貢
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献
し
た
功
績
ま
こ
と
に
顕
著
で
あ
り
ま
す
。

岩い
わ

淵ぶ
ち

信の
ぶ

賴よ
り

多
年
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
関
係
団
体
の
要
職
に
あ
っ
て
、
生
活
衛
生
の
向
上
発
展
に
貢
献
し
た
功
績

ま
こ
と
に
顕
著
で
あ
り
ま
す
。

前ま
え

田だ

淳あ
つ

彦ひ
こ

多
年
薬
剤
師
関
係
団
体
の
要
職
に
あ
っ
て
、
保
健
衛
生
の
向
上
発
展
に
貢
献
し
た
功
績
ま
こ
と
に

顕
著
で
あ
り
ま
す
。

三み
つ

橋は
し

一か
ず

晃あ
き

多
年
環
境
整
備
事
業
関
係
団
体
の
要
職
に
あ
っ
て
、
業
界
の
円
滑
な
事
業
活
動
の
確
保
に
努
め
る

な
ど
、
環
境
衛
生
の
向
上
発
展
に
貢
献
し
た
功
績
ま
こ
と
に
顕
著
で
あ
り
ま
す
。

相そ
う

馬ま

司し

幸こ
う

多
年
り
ん
ご
生
産
に
従
事
し
、
わ
い
化
栽
培
技
術
の
普
及
拡
大
や
新
品
種
の
開
発
に
尽
力
す
る
な

ど
、
農
業
の
振
興
発
展
に
貢
献
し
た
功
績
ま
こ
と
に
顕
著
で
あ
り
ま
す
。

鹿し
か

内な
い

雄ゆ
う

二じ

多
年
建
設
業
関
係
団
体
の
要
職
に
あ
っ
て
、
業
界
の
運
営
指
導
と
活
性
化
に
努
め
る
な
ど
、
建
設

業
の
振
興
発
展
に
貢
献
し
た
功
績
ま
こ
と
に
顕
著
で
あ
り
ま
す
。

か
ぶ
と

森も
り

忠ち
ゅ
う

治じ

多
年
納
税
貯
蓄
組
合
組
合
長
等
の
要
職
に
あ
っ
て
、
納
税
思
想
の
普
及
高
揚
並
び
に
関
連
組
合
の

指
導
育
成
に
貢
献
し
た
功
績
ま
こ
と
に
顕
著
で
あ
り
ま
す
。

黒く
ろ

田だ

ま
つ

代だ
い

多
年
納
税
貯
蓄
組
合
組
合
長
等
の
要
職
に
あ
っ
て
、
納
税
思
想
の
普
及
高
揚
並
び
に
関
連
組
合
の

指
導
育
成
に
貢
献
し
た
功
績
ま
こ
と
に
顕
著
で
あ
り
ま
す
。

竹た
け

浦う
ら

寿と
し

広ひ
ろ

多
年
納
税
貯
蓄
組
合
組
合
長
等
の
要
職
に
あ
っ
て
、
納
税
思
想
の
普
及
高
揚
並
び
に
関
連
組
合
の

指
導
育
成
に
貢
献
し
た
功
績
ま
こ
と
に
顕
著
で
あ
り
ま
す
。

蛯え
び

名な

善ぜ
ん

二じ

多
年
消
防
団
団
長
等
と
し
て
地
域
住
民
の
生
命
財
産
の
保
護
に
尽
く
し
、
公
益
と
民
生
の
安
定
に

貢
献
し
た
功
績
ま
こ
と
に
顕
著
で
あ
り
ま
す
。

下し
も

山や
ま

正ま
さ

彦ひ
こ

多
年
消
防
団
団
長
等
と
し
て
地
域
住
民
の
生
命
財
産
の
保
護
に
尽
く
し
、
公
益
と
民
生
の
安
定
に

貢
献
し
た
功
績
ま
こ
と
に
顕
著
で
あ
り
ま
す
。

傳で
ん

法ぽ
う

谷や

林り
ん

造ぞ
う

多
年
消
防
団
団
長
等
と
し
て
地
域
住
民
の
生
命
財
産
の
保
護
に
尽
く
し
、
公
益
と
民
生
の
安
定
に

貢
献
し
た
功
績
ま
こ
と
に
顕
著
で
あ
り
ま
す
。

山や
ま

口ぐ
ち

利と
し

文ふ
み

多
年
消
防
団
団
長
等
と
し
て
地
域
住
民
の
生
命
財
産
の
保
護
に
尽
く
し
、
公
益
と
民
生
の
安
定
に

貢
献
し
た
功
績
ま
こ
と
に
顕
著
で
あ
り
ま
す
。

山や
ま

本も
と

正ま
さ

志し

多
年
消
防
団
団
長
等
と
し
て
地
域
住
民
の
生
命
財
産
の
保
護
に
尽
く
し
、
公
益
と
民
生
の
安
定
に

貢
献
し
た
功
績
ま
こ
と
に
顕
著
で
あ
り
ま
す
。

貝か
い

守も
り

英え
い

子こ

多
年
統
計
調
査
員
と
し
て
統
計
調
査
業
務
に
精
励
す
る
と
と
も
に
、
統
計
思
想
の
普
及
高
揚
に
尽

く
し
、
統
計
の
発
達
に
貢
献
し
た
功
績
ま
こ
と
に
顕
著
で
あ
り
ま
す
。成な

り

田た

文ふ
み

廣ひ
ろ

多
年
統
計
調
査
員
と
し
て
統
計
調
査
業
務
に
精
励
す
る
と
と
も
に
、
統
計
思
想
の
普
及
高
揚
に
尽

く
し
、
統
計
の
発
達
に
貢
献
し
た
功
績
ま
こ
と
に
顕
著
で
あ
り
ま
す
。鈴す

ず

木き

秀ひ
で

夫お

多
年
交
通
安
全
関
係
団
体
の
要
職
に
あ
っ
て
、
交
通
安
全
思
想
の
普
及
高
揚
に
努
め
、
交
通
事
故

の
抑
止
に
貢
献
し
た
功
績
ま
こ
と
に
顕
著
で
あ
り
ま
す
。

木き

村む
ら

化か

工こ
う

機き

株
式
会
社

令
和
四
年
一
月
、
青
森
県
に
対
し
て
地
方
創
生
の
た
め
多
額
の
金
員
を
寄
附
し
、
地
域
振
興
に
貢

献
し
た
功
績
ま
こ
と
に
顕
著
で
あ
り
ま
す
。

櫻さ
く
ら

田だ

努つ
と
む

令
和
三
年
九
月
、
十
和
田
市
育
英
基
金
に
対
し
て
多
額
の
金
員
を
寄
附
し
、
教
育
振
興
に
貢
献
し

た
功
績
ま
こ
と
に
顕
著
で
あ
り
ま
す
。

（ ）3 青 森 県 報 第540号令和４年11月24日 木曜日



𠮷よ
し

川か
わ

惠け
い

子こ

多
年
社
会
福
祉
協
議
会
が
行
う
地
域
福
祉
事
業
に
お
い
て
奉
仕
活
動
を
続
け
、
社
会
福
祉
の
向
上

に
貢
献
し
た
功
績
ま
こ
と
に
顕
著
で
あ
り
ま
す
。

ひ
ろ
さ
き
環
境
か
ん
き
ょ
うパ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ

多
年
地
域
に
根
ざ
し
た
自
然
保
護
活
動
と
環
境
教
育
の
推
進
に
励
み
、
自
然
環
境
の
保
全
に
貢
献

し
た
功
績
ま
こ
と
に
顕
著
で
あ
り
ま
す
。

青
森
県
告
示
第
六
百
十
二
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
指
定
医
療
機
関
か
ら
名
称
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
第

二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
十
一
月
二
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

区

分

名

称

所

在

地

変

更

年
月
日

変
更
前

み
ん
ゆ
う
調
剤
薬
局
西
北
店

五
所
川
原
市
鎌
谷
町
一
六
三
の
三

令
和四･
八･
一

変
更
後

そ
う
ご
う
薬
局
西
北
店

変
更
前

み
ん
ゆ
う
調
剤
薬
局
フ
レ
ン
ド

フ
ァ
ー
マ
シ
ー
五
所
川
原
店

五
所
川
原
市
中
央
二
丁
目
二
四

〃

変
更
後

そ
う
ご
う
薬
局
五
所
川
原
店

変
更
前

み
ん
ゆ
う
薬
局
黒
石
病
院
前
店

黒
石
市
北
美
町
一
丁
目
七
四
の
一

〃

変
更
後

そ
う
ご
う
薬
局
黒
石
病
院
前
店

変
更
前

み
ん
ゆ
う
調
剤
薬
局
ア
ル
カ

デ
ィ
ア
店

弘
前
市
大
字
扇
町
一
丁
目
一
の
六

〃

変
更
後

そ
う
ご
う
薬
局
ア
ル
カ
デ
ィ
ア

店

変
更
前

み
ん
ゆ
う
調
剤
薬
局
松
原
店

弘
前
市
大
字
松
原
東
二
丁
目
一
四

の
六

〃

変
更
後

そ
う
ご
う
薬
局
松
原
店

変
更
前

み
ん
ゆ
う
調
剤
薬
局
桔

野
店

弘
前
市
大
字
桔

野
二
丁
目
一
三

の
二
三

〃

変
更
後

そ
う
ご
う
薬
局
桔

野
店

変
更
前

み
ん
ゆ
う
薬
局
弘
前
駅
前
店

弘
前
市
大
字
駅
前
町
一
一
の
二

〃

変
更
後

そ
う
ご
う
薬
局
弘
前
駅
前
店

青
森
県
告
示
第
六
百
十
三
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
介
護
機
関
か
ら
居
宅
介
護
事
業
所
の

所
在
地
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告

示
す
る
。

令
和
四
年
十
一
月
二
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

区

分

居
宅
介
護
事
業
者

居
宅
介
護

事
業
の
種

類

居
宅
介
護
事
業
所

変

更

年
月
日

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

名

称

所

在

地

変
更
前

株
式
会
社

サ
ン
メ

デ
ィ
カ
ル

岩
手
県
盛
岡

市
肴
町
二
の

三
一

福
祉
用
具

貸
与

株
式
会
社

サ
ン
メ

デ
ィ
カ
ル

弘
前
営
業

所

弘
前
市
大
字

早
稲
田
一
丁

目
一
三
の
九

令
和三･一二･二〇

変
更
後

弘
前
市
大
字

大
町
一
丁
目

一
八
の
六
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変
更
前

株
式
会
社

ダ
ブ
ル
エ

ム

弘
前
市
大
字

取
上
五
丁
目

四
の
一
七

訪
問
介
護

ヘ
ル
パ
ー

ス
テ
ー

シ
ョ
ン
た

い
よ
う

五
所
川
原
市

大
字
漆
川
字

浅
井
二
三
の

一
八
シ
テ
ィ

コ
ー
ポ
フ
レ

ン
ド
一
〇
五

号
室

三･
六･
一

変
更
後

五
所
川
原
市

大
字
漆
川
字

浅
井
一
一
〇

の
一
一

青
森
県
告
示
第
六
百
十
四
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
介
護
機
関
か
ら
介
護
予
防
事
業
所
の

所
在
地
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告

示
す
る
。

令
和
四
年
十
一
月
二
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

区

分

介
護
予
防
事
業
者

介
護
予
防

事
業
の
種

類

介
護
予
防
事
業
所

変

更

年
月
日

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

名

称

所

在

地

変
更
前

株
式
会
社

サ
ン
メ

デ
ィ
カ
ル

岩
手
県
盛
岡

市
肴
町
二
の

三
一

介
護
予
防

福
祉
用
具

貸
与

株
式
会
社

サ
ン
メ

デ
ィ
カ
ル

弘
前
営
業

所

弘
前
市
大
字

早
稲
田
一
丁

目
一
三
の
九

令
和三･一二･二〇

変
更
後

弘
前
市
大
字

大
町
一
丁
目

一
八
の
六

青
森
県
告
示
第
六
百
十
五
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
介
護
機
関
か
ら
特
定
福
祉
用
具
販
売

事
業
所
の
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
号
の
規
定

に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
十
一
月
二
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

区

分

特
定
福
祉
用
具
販
売
事
業
者

特
定
福
祉
用
具
販
売
事
業
所

変

更

年
月
日

名

称

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

名

称

所

在

地

変
更
前

株
式
会
社
サ

ン
メ
デ
ィ
カ

ル

岩
手
県
盛
岡
市

肴
町
二
の
三
一

株
式
会
社
サ

ン
メ
デ
ィ
カ

ル
弘
前
営
業

所

弘
前
市
大
字
早
稲

田
一
丁
目
一
三
の

九

令
和三･一二･二〇

変
更
後

弘
前
市
大
字
大
町

一
丁
目
一
八
の
六

青
森
県
告
示
第
六
百
十
六
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
介
護
機
関
か
ら
特
定
介
護
予
防
福
祉

用
具
販
売
事
業
所
の
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二

号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
十
一
月
二
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

区

分

特
定
介
護
予
防
福
祉
用
具

販

売

事

業

者

特
定
介
護
予
防
福
祉
用
具

販

売

事

業

所

変

更

年
月
日

名

称

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

名

称

所

在

地

変
更
前

株
式
会
社
サ

ン
メ
デ
ィ
カ

ル

岩
手
県
盛
岡
市

肴
町
二
の
三
一

株
式
会
社
サ

ン
メ
デ
ィ
カ

ル
弘
前
営
業

所

弘
前
市
大
字
早
稲

田
一
丁
目
一
三
の

九

令
和三･一二･二〇

変
更
後

弘
前
市
大
字
大
町

一
丁
目
一
八
の
六
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青
森
県
告
示
第
六
百
十
七
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配

偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ

の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下
「
例
に
よ

る
生
活
保
護
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
医
療
機
関
か
ら

名
称
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
例
に
よ
る
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
号
の

規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
十
一
月
二
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

区

分

名

称

所

在

地

変

更

年
月
日

変
更
前

み
ん
ゆ
う
調
剤
薬
局
西
北
店

五
所
川
原
市
鎌
谷
町
一
六
三
の
三

令
和四･
八･
一

変
更
後

そ
う
ご
う
薬
局
西
北
店

変
更
前

み
ん
ゆ
う
調
剤
薬
局
フ
レ
ン
ド

フ
ァ
ー
マ
シ
ー
五
所
川
原
店

五
所
川
原
市
中
央
二
丁
目
二
四

〃

変
更
後

そ
う
ご
う
薬
局
五
所
川
原
店

変
更
前

み
ん
ゆ
う
薬
局
黒
石
病
院
前
店

黒
石
市
北
美
町
一
丁
目
七
四
の
一

〃

変
更
後

そ
う
ご
う
薬
局
黒
石
病
院
前
店

変
更
前

み
ん
ゆ
う
調
剤
薬
局
ア
ル
カ

デ
ィ
ア
店

弘
前
市
大
字
扇
町
一
丁
目
一
の
六

〃

変
更
後

そ
う
ご
う
薬
局
ア
ル
カ
デ
ィ
ア

店

変
更
前

み
ん
ゆ
う
調
剤
薬
局
松
原
店

弘
前
市
大
字
松
原
東
二
丁
目
一
四

の
六

〃

変
更
後

そ
う
ご
う
薬
局
松
原
店

変
更
前

み
ん
ゆ
う
調
剤
薬
局
桔

野
店

弘
前
市
大
字
桔

野
二
丁
目
一
三

の
二
三

〃

変
更
後

そ
う
ご
う
薬
局
桔

野
店

変
更
前

み
ん
ゆ
う
薬
局
弘
前
駅
前
店

弘
前
市
大
字
駅
前
町
一
一
の
二

〃

変
更
後

そ
う
ご
う
薬
局
弘
前
駅
前
店

青
森
県
告
示
第
六
百
十
八
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配

偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ

の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下
「
例
に
よ

る
生
活
保
護
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
四
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
条
の
二

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
介
護
機
関
か
ら
居
宅
介
護
事
業
所
の
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
の

届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
例
に
よ
る
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す

る
。

令
和
四
年
十
一
月
二
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

区

分

居
宅
介
護
事
業
者

居
宅
介
護

事
業
の
種

類

居
宅
介
護
事
業
所

変

更

年
月
日

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

名

称

所

在

地

変
更
前

株
式
会
社

サ
ン
メ

デ
ィ
カ
ル

岩
手
県
盛
岡

市
肴
町
二
の

三
一

福
祉
用
具

貸
与

株
式
会
社

サ
ン
メ

デ
ィ
カ
ル

弘
前
営
業

所

弘
前
市
大
字

早
稲
田
一
丁

目
一
三
の
九

令
和三･一二･二〇

変
更
後

弘
前
市
大
字

大
町
一
丁
目

一
八
の
六
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変
更
前

株
式
会
社

ダ
ブ
ル
エ

ム

弘
前
市
大
字

取
上
五
丁
目

四
の
一
七

訪
問
介
護

ヘ
ル
パ
ー

ス
テ
ー

シ
ョ
ン
た

い
よ
う

五
所
川
原
市

大
字
漆
川
字

浅
井
二
三
の

一
八
シ
テ
ィ

コ
ー
ポ
フ
レ

ン
ド
一
〇
五

号
室

三･
六･
一

変
更
後

五
所
川
原
市

大
字
漆
川
字

浅
井
一
一
〇

の
一
一

青
森
県
告
示
第
六
百
十
九
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配

偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ

の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下
「
例
に
よ

る
生
活
保
護
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
四
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
条
の
二

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
介
護
機
関
か
ら
介
護
予
防
事
業
所
の
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
の

届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
例
に
よ
る
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す

る
。

令
和
四
年
十
一
月
二
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

区

分

介
護
予
防
事
業
者

介
護
予
防

事
業
の
種

類

介
護
予
防
事
業
所

変

更

年
月
日

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

名

称

所

在

地

変
更
前

株
式
会
社

サ
ン
メ

デ
ィ
カ
ル

岩
手
県
盛
岡

市
肴
町
二
の

三
一

介
護
予
防

福
祉
用
具

貸
与

株
式
会
社

サ
ン
メ

デ
ィ
カ
ル

弘
前
営
業

所

弘
前
市
大
字

早
稲
田
一
丁

目
一
三
の
九

令
和三･一二･二〇

変
更
後

弘
前
市
大
字

大
町
一
丁
目

一
八
の
六

青
森
県
告
示
第
六
百
二
十
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配

偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ

の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下
「
例
に
よ

る
生
活
保
護
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
四
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
条
の
二

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
介
護
機
関
か
ら
特
定
福
祉
用
具
販
売
事
業
所
の
所
在
地
を
変
更

し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
例
に
よ
る
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
号
の
規
定
に
よ
り

告
示
す
る
。

令
和
四
年
十
一
月
二
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

区

分

特
定
福
祉
用
具
販
売
事
業
者

特
定
福
祉
用
具
販
売
事
業
所

変

更

年
月
日

名

称

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

名

称

所

在

地

変
更
前

株
式
会
社
サ

ン
メ
デ
ィ
カ

ル

岩
手
県
盛
岡
市

肴
町
二
の
三
一

株
式
会
社
サ

ン
メ
デ
ィ
カ

ル
弘
前
営
業

所

弘
前
市
大
字
早
稲

田
一
丁
目
一
三
の

九

令
和三･一二･二〇

変
更
後

弘
前
市
大
字
大
町

一
丁
目
一
八
の
六

青
森
県
告
示
第
六
百
二
十
一
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配

偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ

の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下
「
例
に
よ

る
生
活
保
護
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
四
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
条
の
二

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
介
護
機
関
か
ら
特
定
介
護
予
防
福
祉
用
具
販
売
事
業
所
の
所
在

地
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
例
に
よ
る
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
号
の
規

定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
十
一
月
二
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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区

分

特
定
介
護
予
防
福
祉
用
具

販

売

事

業

者

特
定
介
護
予
防
福
祉
用
具

販

売

事

業

所

変

更

年
月
日

名

称

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

名

称

所

在

地

変
更
前

株
式
会
社
サ

ン
メ
デ
ィ
カ

ル

岩
手
県
盛
岡
市

肴
町
二
の
三
一

株
式
会
社
サ

ン
メ
デ
ィ
カ

ル
弘
前
営
業

所

弘
前
市
大
字
早
稲

田
一
丁
目
一
三
の

九

令
和三･一二･二〇

変
更
後

弘
前
市
大
字
大
町

一
丁
目
一
八
の
六
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(発
行
所
・
発
行
人
）

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(印
刷
所
・
販
売
人
）

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

定
価

小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円


